
（平成２１年１１月５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認愛媛地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

愛媛国民年金 事案 488 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年２月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 56 年２月から同年６月まで 

    社会保険事務所に、年金の加入記録について照会したところ、申立期間に

ついて、国民年金保険料が未納となっていることが分かった。 

    しかし、結婚前に厚生年金保険に加入していたことから、結婚後も継続し

て年金に加入しようと思い、結婚後数か月経過したころ、自宅に来た集金人

に、申立期間に係る国民年金保険料として現金２万 1,000 円を渡したことを

記憶している。 

    申立期間に係る国民年金保険料の領収書は残っていないが、当該保険料を

納付したことは間違いないので、申立期間について、国民年金保険料を納付

していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪

失した日（昭和 56 年２月 11 日）の直後の昭和 56 年２月 25 日に払い出され、

厚生年金保険から国民年金への切替手続が適切に行われていることが、社会保

険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により確認できることから、

申立人は、年金に対する関心が高かったことがうかがわれ、国民年金加入直後

の申立期間に係る国民年金保険料を納付しなかったとは考え難い。 

また、申立期間は、５か月と比較的短期間であるとともに、申立人は、申立

期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、申立人が記憶している申

立期間の国民年金保険料額は、当時の国民年金保険料額とほぼ一致しており、

申立内容に不自然さはない。 

さらに、申立人は、「結婚後数か月経過したころ、集金人に、申立期間に係

る国民年金保険料を渡した。」と供述しており、申立人が集金人に渡した国民



                      

  

年金保険料には、過年度分（昭和 56 年２月及び同年３月）及び現年度分（昭

和 56 年４月から同年６月まで）が含まれていたと考えられるところ、申立人

が居住する町は、「申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したとする

昭和 56 年当時、集金人が取り扱っていた国民年金保険料は、現年度分がほと

んどであったと思うが、まれに、過年度分も含まれていたかもしれない。」と

回答している上、申立人が記憶している集金人が、当時、申立人が居住してい

た地区を担当していたことが、同町が保管する国民年金委員名簿により確認で

きる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 445 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額（22 万円）であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額を 22 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成４年４月１日から５年 12 月 31 日まで  

申立期間の給与について、標準報酬月額が 22 万円から８万 6,000 円に引

き下げられているのは納得いかない。当該期間の標準報酬月額を正しい記

録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によると、申立人が勤務していたＡ事業所は、平成５年

12 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、その約２か

月後の６年３月４日付けで、申立人の４年４月から５年 11 月までの標準報酬

月額が 22 万円から８万 6,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

なお、申立人は、「事業主は兄、自分は弟の間柄であった。当時、標準報酬

月額を減額する給与の降給等の事由は無く、保険料の滞納についても承知して

おらず、事業主（兄）と話し合ったこともない。当時、社会保険の手続は事業

主（兄）が行っていた。」と主張するところ、申立人が事業主の委任を受け、

あるいは事業主の代理人として当該遡及
そきゅう

訂正届に関与していたものと認めるこ

とはできない。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該遡及
そきゅう

処理を行

う合理的な理由は見当たらないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額について有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、22 万円に

訂正することが必要と認められる。 

 



                      

  

愛媛国民年金 事案 489 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年９月から 49 年８月までの期間及び 51 年 11 月から平成元

年５月までの期間の国民年金保険料については、52 年９月から平成元年５月

までの期間に係る付加保険料を含め、納付していたものと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年９月から 49 年８月まで 

             ② 昭和 51 年 11 月から平成元年５月まで 

    申立期間①については、母親から国民年金保険料を納付したと聞いた記憶

があり、几帳面であった母親が未納にするはずがない。 

    申立期間②については、妻が国民年金保険料を納付書又は口座振替により

納付したと言っており、未納とされている期間があることに納得できない。

また、当該期間のうち、昭和 52 年９月から平成元年５月までは、妻と同様

に国民年金保険料を、付加保険料を含めて納付しているはずであり、56 年

10 月から 57 年３月まで申請免除の手続をした憶えも無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①及び②について、国民年金保険料の納付に直接関与

していない上、申立人の保険料を納付したとする申立人の母親は既に死亡し

ており、また、申立人の妻から聴取しても、保険料の納付状況等についての

記憶が明確ではなく、申立期間の国民年金保険料及び付加保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

２ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56 年 12

月に払い出されており、申立人はこのころに国民年金に加入したと推認され

るが、この時点では、既に時効により国民年金保険料を納付することができ

ない期間であるほか、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

３ 申立期間②については、社会保険庁の記録及び申立人が居住する市が保管

する国民年金被保険者名簿によると、申立人は、国民年金手帳記号番号が払

い出された昭和 56 年 12 月ごろ国民年金に加入し、55 年４月から 56 年９月

までの国民年金保険料を 57 年７月に過年度納付していることが確認でき、

この時点では、申立期間②の一部（昭和 51 年 11 月から 55 年３月まで）は

時効により保険料を納付することができない期間であったと考えられる。 



                      

  

また、申立人は、妻が納付書又は口座振替により国民年金保険料を納付し

てくれていたと主張しているところ、申立人が居住する市では、昭和 52 年

４月から納付書により、その後、53 年４月から口座振替による保険料の納

付が可能になったとしていることから、それ以前の 51 年 11 月から 52 年３

月までは、集金人による集金が行われていたと考えられ、申立人の妻から聴

取しても、集金人に保険料を納付したことは無いと述べており、当該期間の

納付方法が不明である。 

さらに、申立人は、申立期間②のうち昭和 52 年９月から平成元年５月ま

での期間は付加保険料を併せて納付し、昭和 56 年 10 月から 57 年３月まで

の期間において免除された記憶が無いと主張しているところ、申立人が国

民年金に加入したと推認される 56 年 12 月時点において、国民年金制度上、

52 年９月にさかのぼって付加保険料を納付することはできない上、社会保

険庁の記録によると、56 年 10 月から 57 年３月までの申請免除とされてい

る期間は、免除手続が可能であった期間と一致しており、行政側の記録に

不自然さは見受けられない。 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料及び付加保険料を納付していた

ものと認めることはできない。 

 

 

 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 446 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 26 年４月ごろから 29 年２月ごろまで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間当時に勤務していたＡ事業所及びＢ事業所（現在は、Ｃ事業所）におけ

る加入記録が無い旨の回答をもらった。 

    しかし、申立期間当時、時期は定かではないが、Ｄ事業所に勤務した後、

定時制高等学校に通学しながら、Ａ事業所及びＢ事業所に勤務していたこと

は確かなので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 同僚の証言により、時期は特定できないものの、申立人がＡ事業所に勤務

していたことが推認できる。 

   しかしながら、社会保険事務所の記録により、Ａ事業所は、法人（有限会

社）化した昭和 29 年４月 15 日に厚生年金保険の新規適用事業所となってお

り、申立期間当時は適用事業所となっていなかったことが確認できる。 

また、Ａ事業所は、昭和 35 年 12 月 25 日に適用事業所に該当しなくなっ

ており、申立期間当時の事業主が死亡していることから、同社における当時

の厚生年金保険料の控除について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

２ Ｃ事業所は、Ｂ事業所における申立期間当時の人事関係資料を廃棄してい

ることから、同事業所における申立人の勤務実態について不明としているほ

か、申立人が記憶している同僚一人については、当時の勤務時期に係る記憶

が曖昧
あいまい

であり、同事業所における申立人の勤務実態を確認することはできな



                      

  

い。 

   また、社会保険事務所の記録により、Ｂ事業所は、昭和 32 年５月１日に

個人事業所として厚生年金保険の新規適用事業所となっており、申立期間当

時は適用事業所となっていなかったことが確認できる。 

さらに、Ｃ事業所は、申立期間当時における賃金台帳等の資料を廃棄して

おり、厚生年金保険料の控除について不明としていることから、Ｂ事業所に

おける当時の厚生年金保険料の控除について確認することはできない。 

  このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 447 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 31 年５月１日から 32 年６月１日まで 

             ② 昭和 34 年５月 10 日から 35 年２月１日まで 

             ③ 昭和 35 年６月５日から同年 11 月 14 日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ事

業所に勤務していた申立期間①、Ｂ事業所に勤務していた申立期間②及びＣ

事業所に勤務していた申立期間③について、加入記録が無いことが分かった。 

しかし、申立期間当時、これらの事業所に勤務していたことは確かなので、

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ事業所は、昭和 53 年１月 31 日に厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主は死亡している上、申

立人が記憶している当該事業所のＤ事業所内にあった出張所（名称は不明）

の同僚３人は死亡又は連絡先が不明であり、社会保険事務所が保管するＡ事

業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により 32 年６月に当該事業所に

おいて厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる従業員

６人についても、死亡や連絡先が不明であることなどから、申立人の勤務実

態について確認することはできない。 

また、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、Ａ事業所の出張所に

おける経理担当事務員の氏名が不詳のため、保険料の控除に係る証言を得る

ことができない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

２ 申立期間②については、同僚の証言により、期間は特定できないものの、



                      

  

申立人がＢ事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＢ事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿により、昭和 35 年２月１日に厚生年金保険の被保険者

資格を取得していることが確認できる経理担当事務員は、「私は、昭和 34

年６月ころからＢ事業所のＤ事業所内にあった出張所に勤務していたが、当

該出張所で採用された従業員は、すべて 35 年２月に厚生年金保険に加入し

た記憶がある。」としているところ、35 年１月以前に、上記出張所に採用

されたとみられる従業員７人（申立人を除く）は、いずれも、同年２月１日

に被保険者資格を取得していることが、同名簿により確認できる。 

さらに、申立期間②当時に上記出張所に勤務していた経理担当事務員は、

「当時、厚生年金保険に加入していなかったため、従業員の給与から厚生年

金保険料を控除していなかった。」と証言している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

３ 申立期間③については、連絡の取れたＣ事業所の従業員４人のうちの１人

は、昭和 35 年９月 18 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得しており、

「申立人は、自分よりも後に入社した。」、「入社時に厚生年金保険に加入

した。」と証言している。 

また、社会保険事務所の記録により、申立人がＣ事業所とは別の事業所

（Ｂ事業所）において、昭和 35 年 11 月 1 日に厚生年金保険の被保険者資格

を取得し、同年 12 月 1 日に喪失していることが確認できる。 

さらに、Ｃ事業所は、昭和 40 年３月 26 日に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっており、申立期間③当時の事業主は、連絡先が不明であるこ

となどから、申立人の勤務実態について確認することはできない。 

加えて、申立期間③当時のＣ事業所の事業主、同事業所本社及び同事業所

出張所の経理担当事務員は、いずれも、連絡先が不明であることなどから連

絡が取れず、申立期間③当時における厚生年金保険料の控除について証言を

得ることができない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年 10 月１日から 20 年９月８日まで 

    平成 20 年４月に、社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照

会したところ、Ａ事業所（現在は、Ｃ事業所）Ｂ工場に女子勤労挺身隊とし

て勤務していた申立期間について、脱退手当金の支給記録があることが分か

った。 

    しかし、60 歳の時、年金の請求のため、社会保険事務所に行った際、同

事務所の職員から、Ａ事業所に勤めていた期間が 11 か月ある旨の説明を受

けた上、脱退手当金を受給した記憶も無いので、申立期間について、厚生年

金の算定期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が保管するＤ事業所（後にＡ事業所に名称変更）Ｂ工場に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記載されているペー

ジとその前後３ページ（計４ページ）に記載されている女性従業員 76 人の中

で、申立人と同日（女子勤労挺身隊員の解散日とされる昭和 20 年９月８日）

に資格喪失するとともに、女子勤労挺身隊員に係る脱退手当金の受給要件（６

か月以上３年未満の厚生年金保険被保険者期間）を満たしている 25 人につい

て、脱退手当金の支給記録を確認したところ、厚生年金保険被保険者台帳又は

社会保険庁のオンライン記録に脱退手当金の支給記録がある 17 人は、いずれ

も厚生年金保険被保険者資格喪失日から７か月以内に脱退手当金の支給決定が

行われている上、当時は通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立

人についてもその委任に基づき事業主が代理請求した可能性が高いものと考え

られる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金の支給年月日、



                      

  

支給金額等が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に

計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約２か月後の昭和 20 年 10 月 30 日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 449 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年７月１日から同年 11 月１日まで 

    Ａ事業所を退職した後、引き続いてＢ事業所に勤務した。当時、病院に通

院していたため、Ｂ事業所で健康保険にすぐ加入してもらうことを約束し

て入社し、申立期間についても健康保険証を使って通院した憶えがあるの

で、厚生年金保険に加入していたはずである。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間においてＢ事業所に勤務していたことは、同事業所の申立

期間当時の元経理担当者の証言から推認できる。 

しかしながら、Ｂ事業所は昭和 47 年６月 29 日に適用事業所でなくなってお

り、申立人の勤務実態について確認できる資料は無い。 

また、上記元経理担当者は、「申立人がＢ事業所に入社した際、申立人の厚

生年金保険の加入手続を行ったかどうかについて記憶していない。私は、昭和

39 年か 40 年ごろからＢ事業所に勤めていたが、厚生年金保険には入社後しば

らく経ってから加入した。」と証言しているところ、申立期間当時、同事業所

に勤務していた複数の従業員についても、入社したとする時期と厚生年金保険

被保険者資格の取得日が相違していることが確認できることから、同事業所で

は、入社後すぐには厚生年金保険に加入させていなかった可能性がうかがわれ

る。 

さらに、申立人は、申立期間当時、健康保険被保険者証を使用して医療機関

で受診したと主張しているが、申立人がＢ事業所において健康保険に加入した

ことを確認できる関連資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 450（事案 209 及び 329 の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年８月から 35 年８月 22 日まで 

    昭和 34 年８月からＡ事業所に勤めていた。 

今回、Ａ事業所の直前に勤務していたＢ事業所の元事業主が作成した証

言書を資料として提出するので、申立期間について、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間においてＡ事業所で勤

務していたとする同僚及び事務担当者から聴取しても、同事業所に勤務して

いたことを示す証言を得ることができないこと、社会保険事務所が保管する

同事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したところ、申立人に

ついては、昭和 35 年８月 22 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した記

録は確認できるものの、資格取得日以前の同名簿の中に申立人の記録は無く、

健康保険被保険者番号の欠番も見当たらないこと、及び申立人が申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認でき

る給与明細書等の資料が無いこと等から、申立人が厚生年金保険被保険者と

して申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできないとして、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年

11 月 13 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   その後、申立人は、新たな資料として当時の職場での写真及び母子手帳を提

出の上、再申立てを行ったが、当該写真に写っている申立期間当時のＡ事業

所に勤務していたとする同僚等から、申立人が申立期間当時、同事業所に勤

務していたことがうかがえる証言が得られたものの、勤務期間を特定するこ

とができない上、当時の同事業所の事務担当者から「当時、６か月程度の試



                      

  

用期間があり、試用期間中は厚生年金保険に加入させていなかった。」との

証言があり、同事業所では、当時、入社時に厚生年金保険に加入させていな

かった可能性がうかがわれるなど、申立人が申立期間において同事業所で厚

生年金保険に加入していた事実を確認することができない。 

また、申立人の妻が子供を出産したとする医療機関は、「出産当時の資料

が無く、保険の種類等は確認できない。」としており、母子手帳からも、申

立人が厚生年金保険に加入していたかどうかについて確認することができな

い。 

その他に当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできないとし

て、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年５月 13 日付けで年金記録の訂正

は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立期間について、申立人からさらに新たな資料として、Ａ事業所

の直前に申立人が勤務していたとするＢ事業所の元事業主が作成した証言書

が提出された。 

しかしながら、当該証言書を作成したＢ事業所の元事業主は、「証言書に

は、申立人がＢ事業所を昭和 34 年７月に退職し、同年８月からＡ事業所に変

わった旨を記載したが、この記載内容については、Ａ事業所の関係者からで

はなく、Ｂ事業所の当時の顧客から、申立人がＡ事業所に勤務していると間

接的に聞いた憶えがあるので記載した。」と証言している。 

また、申立人は、「Ａ事業所は昭和 35 年８月にＣ事業所と合併した。」と

述べているところ、Ａ事業所の商業登記簿謄本によれば、同事業所の解散は

昭和 36 年７月 31 日であるのに対して、Ｃ事業所の商業登記簿謄本によれば、

同事業所の会社設立は同年５月 19 日であることが確認できる。 

さらに、申立期間当時のＡ事業所に勤務していたとする同僚から再度聴取

したが、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな証言を得ることができな

い。 

その他に当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


